
開発行為等指導要綱事前協議手続の流れ

〔 事 業 者 〕 〔新宮町都市整備課〕 〔宅地開発審査会〕

関係各課との事前調整協議 説明及び協議

近隣関係者等及び行
政区長への説明

開発行為等事前協議申出書の提出 事前審査 審査

調整・協議 意見

開発行為等協定書の締結

※都市計画法等関係法令手続が必要な場合は工事着工前に完了のこと。

工事着工
（注１）

開発行為等変更事前
協議申出書の届出

審査 審査

開発行為等変更協定
書の締結

調整・協議 意見

（注２）
工事着手届出書の提出 受付

工事等の状況調査

工事完了

（注３）
工事完了届出書の提出 審査（図面、写真等） （注１） 軽微な変更な場合は、手続きの必要なし。

（注２） 都市計画法に基づく開発許可に該当する場合
検査日の通知 は省略することができる。

（注３） 都市計画法に基づく開発許可後、工事完了検
完了検査 承認 査に該当する場合で完了検査時に開発行為等

（注４） 協定書の内容とおり施工されていることが確認
工事完了検査済証の交付 できる場合は省略することができる。

（注４） （注３）に同じ。
完了
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